
 

仕 様 書 
 

 

東京都職業能力開発協会 
 

 

１．契約の目的 
   令和８年度講習会案内書等の印刷及び発送業務実施のため（複数単価契約） 

 

２．委託業務内容 
封入物（案内書等）及び封筒の印刷、宛名ラベル貼付、封入物の折、封入・封緘、発送及びそれらに附随する作業 

 

３．契約期間 
令和８年４月１日より令和９年３月３１日まで 

 

４．年間発送回数、件数及び発送スケジュール 
・ ６回を基本とする。但し、臨時で発送回数が増減する場合がある。 

・ 発送件数は回により増減するが、年間総発送件数は最大１２，０００件とする。 

・ 年間の発送スケジュール（データ引渡日・発送日等）を明記した年間予定表を、契約時に手交する。 

      但し、予定表の日程が急遽変更となる場合は、これに対応すること。 

 

５．業務内容 
（１）データ等の引渡 

・ データ引渡日には、以下のものを手交する。 

① 作業指示書（印刷枚数・発送件数・封入や折り等の処理方法を明記） 

② 宛名ラベル（Ａ４判・１頁１２連） 

  ※送付先の属性により、ラベルは最大５種類に分かれる。 

③ 郵便番号データ（Ｅｘｃｅｌなどのデータ） 

④ 印刷物原稿データ（ＰＤＦ・Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌなどのデータ） ※別途メールで送信する場合あり 

⑤ 封入物（現物支給の場合のみ） 

※データを記録したＣＤ－Ｒメディアを手交した場合は、作業終了の都度必ず返却すること。 
 

（２）送付状・案内書等の印刷 

・ 送付状は白地上質紙、チラシ（案内書等）は色上質中厚口とすること。サイズや紙色等は、作業指示書に都度従うこと。 

     ・ 印刷が完了し次第、封入作業に必要な部数（総件数に加え、作業にあたっての予備部数）を除いて、すみやかに東京都職業能力 

開発協会（以下「協会」という）に送付すること。 
 

（３）封筒 

・ 前年度の発送業者（東京２３区内）にて保管している、協会が所有する封筒の残部（約１２，０００枚）を、契約後速やかに 

引取を行い、自社にて保管すること。 

・ 発送にはまず引き取った封筒を用い、不足する場合は新たに印刷・作成の上発送に用いること。 

  前項において引き取った封筒が契約終了まで残っている場合は、特に指示のある場合を除き、契約期間中の新たな印刷・作成は 

行わないものとする。 

・ 封筒は複数回に分けて印刷・作成することがあるので、指示に従うこと。 

・ 封筒印刷・作成後は全枚数を自社にて保管し、発送の際にはその保管分を使用すること。 

・ 封筒は角２判とし、紙の重さは１００ｇ/㎡、カラー（薄グリーン）とする。 

・ 封筒には、還付先等の会社名・所在地等を直接印刷してはならない。 

・ 封筒の印刷にあたっては、印刷前に元版を提示し、承諾を得ること。 
 

（４）封入作業 

・ 印刷を行わず、支給する現物を封入する場合がある。この場合、現物はデータ引渡の際に手交するか、指定の場所へ直送する。 

・ 封入物はラベルの種類別に異なる場合があるので、協会の指示に従って封入作業を行うこと。 

・ 封入作業後に残った封入物（印刷したもの・現物支給したもの）は、発送作業完了後すみやかに協会に送付すること。 
 

（５）発送 

・ 宛先不明等により返送されてきた発送物は、１週間分をまとめて協会へ返送すること。 

・ 発送にあたっては、還付先の会社名・所在地を明記したシールを封筒に貼付すること。 

・ 発送にかかる送料は、当契約に含むものとする。 
 

（６）請求及び支払 

・ 発送が完了した時点で、都度すみやかに請求すること。協会では、適正な請求書等を受領後、３０日以内に代金を支払う。 

     ・ 封筒印刷・版下代金は、封筒印刷後の直近の発送作業に係る請求に上乗せすること。 

     ・ 封筒運搬代金・保管代金は、契約後初回の発送作業に係る請求に上乗せすること。 

 

６．第三者委託の禁止 
  受託者は、この契約について、委託業務の全部または一部を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ協会

の承諾を得たときは、この限りではない。 

 

 



７．秘密の保持 
受託者は、委託業務の内容を第三者に漏らしてはならない。契約終了後も同様とする。第６項により協会が承諾した委託先につい 

ても同様の秘密保持責任を課し、受託者が責任を持って管理すること。 

 

８．その他 
・ 個人情報に関する事項については「個人情報に関する特記仕様書」に定めるところによる。 

・ 暴力団等排除に関する事項については「暴力団等排除に関する特約条項」に定めるところによる。 

・ 本仕様書に定めのない事項については、協議の上決定する。 

 

 

以上 


